
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道医療一般は 10 月 25 日、北海道労働セ

ンターで塚本美香組合員を議長に第 8 回定

期大会を開催しました。会場、オンラインあ

わせて 18 人の組合員が参加し、2025 年度

の運動方針、予算、新役員体制を確認しまし

た。大会には道医労連の濱谷和子執行委員長

も激励に駆け付けていただきました。 

 道医労連の加盟組合からの異動や労働相談、分会での新たな仲間

の加入などで昨年の大会から組合員は大きく増え、440 人の労働

組合となりました。 

 大会冒頭、奥田執行委員長は「毎年組合員が増えている状況にあ

るが、横のつながりを強化する必要を大会で確認しているものの、

成果が上がっていないことが課題。取り組みを全道各地に広げられ

るよう活発な議論をお願いしたい」と呼びかけました。 

執行部からの運動方針案、予算案の提案を受けての討論では、9

人が発言。「釧路支部うらら」のとりくみや現在働いている職場の

状況などが出されました。「医療一般のとりくみをもっと情報発信

する必要がある」「転職の多い職場。医療・介護労働者の人間的な

つながりのためにも医療一般の存在意義は大きいと感じている」な

ど「つながりをひろめる」「情報発信の必要」が強調されました。 

大会は今年度の運動方針・予算を承認し、新役員を選出して終了しました。 

組合員のみなさん、今年度もよろしくお願いします。 

 

新しく書記長に選出された千葉裕之さん 

北海道医療一般労働組合の書記長となりました千葉裕之(ちばひろゆき)と申します。個人で加盟で

きることで、立場や職場を越えて声を集められるという北海道医療一般の強みを活かし、組合員どう

しのつながりが深められるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。 
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医師からの暴言や職場でのパワハラが原因であることを明らかにし、病院の姿勢を改めてもらい

たいと、村山さんのご両親が釧路赤十字病院に損害賠償を求めた民事裁判の第9回期日が、昨年１

２月１日に非公開で開催され、和解に向けた協議が行われました。 

原告側は、被告である日本赤十字社に対し、①謝罪と遺憾の意の表明、②再発防止の約束、③い

のちのおもみにふさわしい解決金の支払いを主張しました。原告・被告双方の主張を受け裁判所か

ら次回期日（2026年 3月 12日）に和解案が示されることになりました。原告の思いに寄り添う和

解案が示されるよう、裁判所と日赤本社への働きかけが必要です。 

 

ペンギン保育園分会 年末一時金で前進かちとる 

 

ペンギン保育園では経営が厳しい中、現場で働く組合員みんなで支出を減らすための努力を重ねた

結果、行事や物品などにかかる費用が例年よりも減少しました。その結果を踏まえ団体交渉に臨み、

冬季一時金は支給率こそ昨年同率だったものの、経費削減への奮闘が使用者側に認められ、組合員 1

人あたり 2～4万円の追加支給をかち取りました。 

 

＜お知らせ＞ 
■北海道の最低賃金 昨年１０月から時給 1075 円となっています。使用者は、正規、非正

規、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、1075 円を下回る時給では働かせられません。みなさ

んの賃金は大丈夫ですか？最賃を下まわっていませんか？ 

■道医労連「組織拡大共済推進交流集会」旭川で開催 

道医労連は下記の日程で組織拡大共済推進交流集会を開催します。今年は旭川での開催となります。

共済推進の課題では、日本医労連共済事業局から講師を招いて、共済内容の説明や実務に関する学習

も行います。   日時●2026年 2月 22日（日）14時～23日（月・祝）正午 

場所●ときわ市民ホール４階多目的ホール（旭川市5条通 4丁目 893-1） 

不定期ですが医療一般の活動やそのときどきの情報をアップしています。

ぜひご登録ください。                登録はこちら→ 

来年３月に裁判所が「和解案

新人看護師故

医労連の慶弔共済で、お祝い金


